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市職員が出演して説明
します
7月 9日㈮
午後 5時 40分

　
公
共
交
通
の
利
用
者
が
減
少
し
、
収
支
が
悪
化
し
た
こ

と
で
、
交
通
事
業
者
は
路
線
の
一
部
縮
小
や
ダ
イ
ヤ
の
見

直
し
な
ど
の
合
理
化
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
国
や
道
、
市
は
、
地
域
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
公

共
交
通
を
守
る
た
め
、
公
的
負
担
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
負
担
額
は
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
る
、
観

光
客
の
減
少
や
外
出
の
自
粛
な
ど
で
、
観
光
や
都
市
部
で

の
利
用
も
含
め
た
公
共
交
通
全
体
の
利
用
者
が
急
激
か
つ

大
幅
に
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
公
共

交
通
を
取
り
巻
く
状
況
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。

　
公
共
交
通
の
維
持
に
は
、
利
用
者
の
確
保
が
不
可
欠
で

す
。

　
し
か
し
「
自
家
用
車
が
あ
る
か
ら
公
共
交
通
が
な
く
て

も
大
丈
夫
」
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
特
に
若
い
世
代
の
人
は
、
こ
れ
か
ら
も
長
く
自
家
用
車

に
乗
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
先
、
自
分
の

親
が
免
許
を
返
納
し
た
ら
、
子
ど
も
が
自
転
車
で
通
え
な

い
距
離
の
学
校
に
進
学
し
た
ら
、
そ
の
と
き
に
公
共
交
通

が
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

公
共
交
通
の
問
題
は
、
老
若
男
女
問
わ
ず
皆
さ
ん
に

と
っ
て
の
〝
自
分
ご
と
〟
な
の
で
す
。

　
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
て
き
た
岩
見
沢
市
。
充
実
し
た
鉄
道
網
や
道

路
網
に
支
え
ら
れ
た
公
共
交
通
は
、〝
暮
ら
し
の
足
〟
と
し
て
、
市
内
外
の
多

く
の
人
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
、
自
家
用
車
の
普
及
な
ど
に
よ
り
利

用
者
は
年
々
減
少
し
、
市
内
の
公
共
交
通
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況

で
す
。

　
市
は
、
皆
さ
ん
の
〝
暮
ら
し
の
足
〟
で
あ
る
公
共
交
通
を
維
持
し
、
地
域

の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
〝
岩
見
沢
市
地
域
公
共
交
通
計
画
〟
を
策
定
し
ま

し
た
。

　
今
月
号
は
、
そ
の
概
要
と
皆
さ
ん
に
知
っ
て
ほ
し
い
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

問
合
先
　
企
画
室

求められる役割求められる役割
人口が集中する都市部などで
多くの人々が行き交う、まちの賑わいを支える役割
　活発な経済活動を支えるため、できるだけ短時間で、より多くの人を
運ぶ〝量的ニーズ〟への対応が求められます。

過疎化や高齢化が進む地域で
地域での安心な暮らしを支える役割
　地域内に医療機関や学校、商店などが少なく、地域外への通院や通学、
買い物など、日常生活のために不可欠な移動の〝質的ニーズ〟への対応
が求められます。

　
人
口
減
少
が
続
く
と
予
測
さ
れ
る
中
、
現
在
岩
見
沢
市

は
都
市
機
能
や
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
集
約
化
が
進
ん
で

い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
公
共
交
通
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
役
割
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「いま大丈夫」と思っていて
も、公共交通が必要になると
きが必ずきます
そのときに、公共交通がな
かったら…

公
共
交
通
を

次
の
世
代
に

岩見沢市地域公共交通計画を策定岩見沢市地域公共交通計画を策定

公
共
交
通
の
今

他
人
ご
と
で
は
な
い

求
め
ら
れ
る
役
割

H27 R1 R2

（人）

年間の市内バス路線総乗車人数

このグラフを見ると、バスの利用者
が激減しているのが分かります
バスに限らず、公共交通全体の利用
者が大きく減少しているんです

この計画の詳細は、
市ホームページをご
覧ください

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/1500392/


乗って守ろう！公共交通乗って守ろう！公共交通
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　将来にわたり、岩見沢市の持続可能な旅客運送サービスを
確保するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
に基づき、岩見沢市地域公共交通活性化協議会での議論を経
て〝岩見沢市地域公共交通計画〟を 6月に策定しました。
　この計画では、これまでの取り組みの進捗状況や成果、現
状と課題、国などの交通施策などを踏まえ、次の 4つの基本
方針と施策に重点的に取り組んでいきます。

計画期間 令和 3年度～ 7年度
（5年間）

　公共交通を利用することは、公共交通を守るだけでな
く、さまざまなメリットがあります。
　ここでは、皆さんに知ってほしい、公共交通のメリッ
トを紹介します。

  環境にやさしい  環境にやさしい
　近年、地球の気候変動に注
目が集まっています。その対
策の一つとして、温室効果ガ
スである二酸化炭素の削減が
重要な鍵を握っています。二
酸化炭素を減らす取り組みの

中で、皆さんがすぐに実践できるものがあります。それが
自家用車での移動を減らすことです。
　移動の手段を自家用車から公共交通に変えると、二酸化
炭素の排出量をセーブできることが分かっています。また、
1日 10 分間、自家用車の利用を控えると、二酸化炭素排
出量は年間で 410kg 削減できるといわれています。地球環境のためにも公共交通を利用しましょう。

    健康的健康的
　健康を維持する
ためには、毎日少
しずつ運動するこ
とが大切です。公
共交通を利用する
と、駅やバス停ま

で歩いたり、乗り換えのときに階段を上り
下りしたりするなど、意識しなくても歩く
ことが多くなります。普段自家用車を利用
していて運動不足を感じる方は、よく行く
場所への交通手段を公共交通に変えてみて
はいかがでしょうか。

    家計にやさしい家計にやさしい
　自動車を持っていると、行動範囲や時
間に余裕ができて生活が快適になります。
　しかし、自動車を維持するには購入費
のほか、各種税金や保険料、車検などの
費用が必ず発生します。一般的な自動車
を所有するだけで1カ月に35,000円から

45,000 円程度かかるといわれています。さらに燃料費や壊れた
ときの修理費、場合によっては駐車場や高速道路の料金など、実
際にはもっとかかります。
　電車やバスなどの公共交通なら、乗ったときに乗車代金が発生
するだけで、自動車の維持費が不要になり、家計にも優しくなり
ます。

　
か
け
が
え
の
な
い
〝
暮
ら
し
の
足
〟
を
将
来
に
引

き
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
公

共
交
通
に
つ
い
て
考
え
、
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
公
共
交
通
事
業
者
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

を
万
全
に
し
て
、
皆
さ
ん
の
利
用
を
待
っ
て
い
ま
す
。

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（旅客）

※�温室効果ガスインベントリオフィス：「日本の温室効果ガス
排出量データ」、国土交通省：「自動車輸送統計」、「航空輸送
統計」、「鉄道輸送統計」より、国土交通省環境政策課作成

持続可能な公共交通へ

基本方針1 まちの活力を支える公共交通
　新型コロナウイルス感染症の影響や、マイクロツーリズムの普及、さらには 2030 年の新幹線の札幌延伸など
も見据え、人の流れが大きく変化する中にあって、将来にわたり、まちの活力の維持に資する公共交通網の構築
を目的として、以下の施策に取り組むこととします。

施策 1　「まちなか」の賑わい形成とのリンク
施策 2　気軽に行ける「いわみざわ」
施策 3　広域連携を支える社会基盤
施策 4　環境負荷の低減

基本方針2 暮らしを支える公共交通
　一定の人口減少が避けられない状況下にあって、市内どこに住んでいても、生涯にわたって安心して暮らすこ
とができるよう、人口構造の変化や、生活関連サービスの状況など、地域特性に応じた持続可能性の高い移動手
段の確保を目的として、以下の施策に取り組むこととします。

施策 1　「暮らしの足」の確保
施策 2　地域特性に応じた最適な公共交通体系の検討（持続性の確保）
施策 3　競合から補完へ
施策 4　貨客混載などの検討

基本方針3 誰もが利用しやすく効率的な公共交通
　高齢化の進行に伴う免許返納者の増加や、人々の生活様式の変化などに伴い、多様化かつ細分化する移動ニー
ズを公共交通の利用に的確に結び付けるとともに、労働力確保などの新たな課題を克服することを目的として、
以下の施策に取り組むこととします。

施策 1　ICTの活用等による、新たな交通システム
施策 2　利用時の安心の確保
施策 3　安定運行の確保と、情報の充実
施策 4　健康志向の高まりへの対応

基本方針4 みんなで守る公共交通
　行政や交通事業者はもちろん、地域全体で「暮らしの足」を守っていくため、利用者数や収支状況等の積極的
な情報の開示により、公共交通の重要性や危機感を広く共有しながら、以下の施策に取り組むこととします。

施策 1　地域との対話による理解促進
施策 2　学校等と連携した普及啓発
施策 3　公共交通を守るための利用
施策 4　地域の参画

メリット
その❶

メリット
その❷

メリット
その❸

新型コロナウイルス対策
　皆さんが安心して利用できるよう、公共交通事業者は新型コ
ロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき、感染防止に
取り組んでいます。

◦定期的な清掃・消毒
◦空調（エアコン）や換気装置の使用
◦�定期的なドアや窓の開放による車内の換気

車内は車内は

◦�適宜手洗い、うがい、手指消毒の実施
◦�マスク着用と職場内の衛生管理を徹底

従業員は従業員は

◦�ターミナル窓口や改札窓口、運転手と客席の間にはビニー
ルカーテンやアクリルパーテーションなどを設置
◦�窓口、タクシー乗り場、プラットホーム、バスターミナル、
バス停などで、利用者同士の社会的距離の確保を呼び掛け

その他にもその他にも

安心して利用できる安心して利用できる

利用する皆さんも、次のような新た
な利用スタイルの実践にご協力をお
願いします
◦�マスクを着用し、会話は控えめに
◦�車内換気へのご理解・ご協力を
◦�テレワーク・時差出勤に努める


